
-    - - 1 -

愛知県個人情報保護審議会答申の概要 

 

答申第 182 号（ 諮問第 220 号）  

件名： 決定期間特例通知書等の開示決定に関する 件 

 

１  開示請求 

  平成 29 年 3 月 22 日 

２  原処分 

  平成 30 年 9 月 27 日（ 開示決定）  

  愛知県知事（ 以下「 知事」 と いう 。） は、 別表の 1 欄に掲げる 保有個人情報の自己情

報開示請求（ 以下「 本件開示請求」 と いう 。） について、 同表の 2 欄に掲げる 行政文書

に記録さ れた個人情報（ 以下「 本件保有個人情報」 と いう 。） を 特定し 、 開示と し た。 

３  審査請求 

  平成 30 年 10 月 9 日 

  原処分の取り 消し を 求める 。  

４  諮問 

  令和 4 年 6 月 1 日 

５  審議会の結論 

知事が、 本件保有個人情報を 特定し たこ と は妥当である 。  

６  審議会の判断 

( 1)  判断に当たっての基本的考え方 

愛知県個人情報保護条例（ 平成 16 年愛知県条例第 66 号。（ 以下「 条例」 と いう 。）

は、 第 1 条に規定さ れている と おり 、 実施機関の保有する 個人情報の開示を 請求す

る 個人の権利を 明ら かにし 、 も っ て県政の適正な運営を 図り つつ、 個人の権利利益

を 保護する こ と を 目的と し て制定さ れたも のであ り 、 原則開示の理念のも と に解

釈・ 運用さ れなければなら ない。  

当審議会は、 自己に関する 保有個人情報の開示を 請求する 権利が不当に侵害さ れ

る こ と のないよ う 、 原則開示の理念に立っ て条例を 解釈し 、 以下判断する も のであ

る 。  

 ( 2)  本件審査請求について 

   審査請求人は、 審査請求書において、 他にも 開示請求に係る 文書が存在する 旨主

張し ている こ と から 、 実施機関が本件開示請求に対し て本件保有個人情報を 特定し

たこ と に誤り がある か否かについて、 以下検討する 。  

 ( 3)  本件保有個人情報の特定について 

  ア 本件開示請求書の「 開示請求を する 保有個人情報の内容」 欄には、 別表の 1 欄

に掲げる と おり 記載さ れている 。  
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    よ っ て、 本件保有個人情報は、 実施機関が主張する と おり 、 審査請求人が行っ

た行政文書開示請求及び自己情報開示請求に対し 、 県民生活部県民総務課総務・

人事グループ（ 当時。 以下「 県民総務課総務・ 人事グループ」 と いう 。） において

発出し た決定期間特例通知書及び開示決定等の通知書である と 認めら れる 。  

    当審議会において文書 1 から 文書 3 ま での内容を 確認し たと こ ろ、 文書 1 は平

成 28 年度に審査請求人が行っ た行政文書開示請求に対し 、 6 件の決定期間特例通

知書を 発出し たも のであり 、 文書 2 は平成 28 年度に審査請求人が行っ た行政文書

開示請求に対し 、 5 件の行政文書開示決定通知書を 発出し たも のであり 、 文書 3 は

平成 26 年度に審査請求人が行っ た行政文書開示請求に対し 、 1 件の行政文書不開

示決定通知書を 発出し たも のであり 、 いずれの文書にも 審査請求人の氏名が記載

さ れている こ と が認めら れた。  

    よ っ て、文書 1 から 文書 3 ま では、本件開示請求の内容に合致する 文書である 。  

    ま た、 実施機関によ れば、 県民総務課総務・ 人事グループにおいて、 本件請求

対象保有個人情報を探索し たが、 文書 1 から 文書 3 ま で以外には存在し ないと の

こ と である 。  

  イ  こ れら のこ と から すれば、 本件保有個人情報以外の保有個人情報は存在し ない

と する 実施機関の説明に特段不自然、 不合理な点がある と は認めら れない。  

  ウ  し たがっ て、 本件開示請求に対し て本件保有個人情報を 特定し たこ と に誤り は

ない。  

 ( 4)  ま と め 

以上によ り 、「 ５  審議会の結論」 のと おり 判断する 。  
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別表 

1 自己情報開示請求の内容 2 行政文書の名称 

請求 1 

県民総務課総務・ 人事グループに

対する 開示請求 

3708 決定期間特例通知書（ 開示

請求人に対する も の）  

文書 1 

決定期間特例通知書（ 6 件）  

請求 2 

県民総務課総務・ 人事グループに

対する 開示請求 

3721 開示決定等の文書 

文書 2 

行政文書開示決定通知書（ 5 件）  

文書 3 

行政文書不開示決定通知書（ 1 件）  

 

 


